
 

 

 

 

        

住民監査請求の監査結果について 

 

次の住民監査請求について、監査委員は地方自治法第242条に基づき監査を行いましたので、監査結

果を公表します。 

旧市庁舎の売却等に関するもの 

経  過 

令和３年12月27日 職員措置請求書受付 

令和４年１月14日 監査委員会議にて審議（要件審査） 

令和４年１月28日 請求人及び監査対象局職員の陳述 

令和４年２月21日 監査委員会議にて審議（結果決定） 

令和４年３月３日 監査結果公表（記者発表） 

監査請求の要旨 

 市長は、令和３年９月30日に横浜市（以下「市」といいます。）の旧市庁舎建物を格安で売買

する契約を締結した。売り先は三井不動産株式会社他６社であり、建物の売買金額は76,675,000

円となっている。さらに同日同時に、市所有の当該売買建物敷地を向こう77年３か月の期間で上

記建物の買主に貸し付け、その賃料は１平方メートル当たり1,070円とした。 

 この契約対象の建物の財産基本台帳上の価格は、平成31年時点で924,656,649円となっていて、

目的外使用許可における敷地の賃料は、平成31年時点で１平方メートル当たり2,596円となって

いる。また、前市長が、すでに建物の売買を予定していた三井不動産株式会社らにこの市有地を

貸し付けるに当たり、令和元年１月に算出した地代は、１平方メートル当たり3,179円であった。

市長は、市民に公表している市財産のこれらの評価価格があることを知りながらこれを無視し

て、激安に建物を売買し、その敷地も常識外の３分の１以下の地代で貸し付けている。 

 財産基本台帳記載の金額は、地方自治法などによって適正に価格評価されているもので、時価

と言えるところ、この金額を無視して激安で売却した市長の行為は、市民の財産を不当に安く売

ってしまう行為であり、土地については不当に安く貸し付ける行為である。 

以上のとおり、市長は市民に莫大な損害を与え、さらに今も与え続けている。よって、市が市

長個人に対してその損害を賠償するよう請求することを求めるものである。 

監査の結果 

本件請求について、請求人の主張には理由がないと認めます。（棄却） 

＜監査委員の判断＞ 

１ 横浜市旧市庁舎（以下「本件建物」といいます。）の売却について 

財政局によると、本件建物は、見込評価額が１億円以上かつ処分する合計面積が1,000平方メ

ートル以上のものに該当するため、その売却価格の決定に当たっては、横浜市公有財産規則第

15条本文に基づき、横浜市財産評価審議会（以下「財価審」といいます。）へ諮問する必要があ

りました。都市整備局は、関係規定に基づき、諮問に必要な鑑定評価書等を徴収するため、都

市整備局第二入札参加資格審査・業者選定委員会において選定された不動産鑑定業者２者に対

し、同一条件で本件建物の鑑定評価を依頼しました。その後、都市整備局は不動産鑑定業者２

者から提出された鑑定評価書等について、評価条件等に適合したものであることを確認の上、

財価審の事務局である財政局に提出したことが認められます。 

財価審の会議では、その鑑定評価書等を基に、不動産鑑定士、弁護士という国家資格を持っ
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た外部の学識経験者からなる委員が、専門的な観点から審議を行った上で答申価格を評定し、

会長名で答申を行っています。都市整備局は、上記の答申を踏まえ決定した建物評価額を現市

庁舎街区活用事業募集要項に記載し、事業者に示していることが認められます。その後、都市

整備局は、上記建物評価額を本件建物の売却価格として、令和２年12月25日に公有財産売買予

約契約を、令和３年９月30日に公有財産売買契約（以下「本件売買契約」といいます。）を、そ

れぞれ三井不動産株式会社ほか６者と締結したことが認められます。 

以上のとおり、本件売買契約の契約書に記載されている売却価格の決定手続について、規則

等に沿わない手続は見当たりませんでした。 

なお、請求人は、市が平成31年３月28日に本件建物の目的外使用料を算定した際に算定した

建物価格924,656,649円で本件建物を売却しなかったことは不当である旨を主張しています。し

かし、この建物価格は、目的外使用料を算定するために、行政財産の使用料及び普通財産の一

時貸付料算定に係る土地及び建物価格算定要領（以下「算定要領」といいます。）に基づいて算

定された価格であり、横浜市公有財産規則第15条本文、横浜市財産評価基準要綱、横浜市財産

評価審議会運営要綱等において建物の売却価格について定めた手続及び売却価格算定方法によ

り算定されたものではありません。したがって、市が平成31年３月28日に本件建物に係る目的

外使用料を算定するために算定した建物価格924,656,649円で本件建物を売却しなかったこと

について、違法又は不当な点は見当たりませんでした。 

２ 中区港町１丁目１番の土地ほか５筆（以下「本件土地」といいます。）の貸付けについて 

財政局によると、本件土地については、貸付料の見込評価額（月額）が100万円以上かつ貸付

ける合計面積が1,000平方メートル以上のものに該当するため、その貸付料の決定に当たって

は、横浜市公有財産規則第15条本文に基づき、財価審へ諮問する必要がありました。都市整備

局は、諮問に必要な鑑定評価書を徴収するため、都市整備局第二入札参加資格審査・業者選定

委員会において選定された不動産鑑定業者２者に対し、同一条件で本件土地の鑑定評価を依頼

しました。その後、都市整備局は不動産鑑定業者２者から提出された鑑定評価書について、評

価条件等に適合したものであることを確認の上、財価審の事務局である財政局に提出したこと

が認められます。財価審の会議に当たっては、あらかじめ財価審の構成員２名が選定され、評

価調書の作成に当たって、検討委員に対する意見聴取が行われています。その評価調書や鑑定

評価書を基に、不動産鑑定士、弁護士という国家資格を持った外部の学識経験者からなる委員

が、専門的な観点から審議を行った上で価格を評定し、会長名で答申を行っています。都市整

備局は、上記の答申を踏まえ、貸付料を決定したことが認められます。その後、都市整備局は

この答申に基づく貸付料を本件土地の貸付料として、令和２年12月25日に一般定期借地権設定

に関する予約契約を、令和３年９月30日に一般定期借地権設定合意書に基づく契約（以下「本

件土地貸付契約」といいます。）を、それぞれ三井不動産株式会社ほか６者と締結したことが認

められます。 

以上のとおり、本件土地貸付契約の貸付料の決定手続について、規則等に沿わない手続は見

当たりませんでした。 

なお、請求人は、市が令和３年１月12日に行った公有財産の貸付けの際に算定した、一時貸

付料１平方メートル当たり3,179円を基に算定した貸付料で本件土地貸付契約を締結しなかっ

たことは不当である旨を主張しています。しかし、この金額は、算定要領に定められた一時貸

付料の算定方法により算定されたものであり、横浜市公有財産規則第15条本文、横浜市財産評

価基準要綱、横浜市財産評価審議会運営要綱等において本件土地貸付契約による貸付料につい

て定めた手続及び貸付料算定方法により算定されたものではありません。したがって、市が令

和３年１月12日に行った公有財産の貸付けの際に算定した一時貸付料１平方メートル当たり

3,179円で、本件土地を貸し付けなかったことについて、違法又は不当な点は見当たりませんで

した。 

 

以上のことから、市が、本件売買契約で定める売買代金で本件建物を売却したこと及び本件

土地貸付契約で定める貸付料で本件土地を貸付けたことは、違法又は不当な財務会計上の行為

に該当するとはいえず、請求人の主張には理由がないと判断しました。 



 

 

 （別添資料）監査結果公表文 

【参考】地方自治法抜粋 

（住民監査請求） 

第242条 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普

通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約

の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある（当該行為がなされることが相当の確実さ

をもつて予測される場合を含む。）と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若し

くは財産の管理を怠る事実（以下「怠る事実」という。）があると認めるときは、これらを証する書面を

添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、

又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補填するために必要な措

置を講ずべきことを請求することができる。 

２～４ 省略 

５ 第一項の規定による請求があつた場合には、監査委員は、監査を行い、当該請求に理由がないと認める

ときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、当該請求に理由が

あると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必

要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しな

ければならない。 

６～11 省略 

お問合せ先 

監査事務局監査管理課長 三浦 孝之 Tel 045-671-3354 

 



 

１ 

第１ 監査の結果 

本件請求について、請求人の主張には理由がないと認めます。 

 

第２ 請求の受付 

１ 請求人 

（略） 

 

２ 請求書の提出日 

令和３年12月27日 

 

３ 請求の内容 

請求の内容は、別紙１のとおりです。 

 

４ 要件審査 

監査委員は、令和４年１月14日に要件審査を行い、本件請求が地方自治法（昭和22年法

律第67号。以下「法」といいます。）第242条所定の要件を備えているものと認め、監査

を実施することを決定しました。 

 

第３ 監査の実施 

１ 監査対象事項の決定 

横浜市（以下「市」といいます。）が、令和３年９月30日に三井不動産株式会社ほか６

者と、公有財産売買契約（以下「本件売買契約」といいます。）を締結し、横浜市旧市庁

舎（中区港町１丁目１番地ほかに所在する横浜市旧市庁舎建物（行政棟、市会１号棟、市

会２号棟、市会３号棟、中庭棟及びそれらの付属設備。外構、機械式駐車場等構築物一式、

植栽、その他土地に定着している構築物を含む。）。以下「本件建物」といいます。）を

当該契約で定める売買代金で売却したこと、また、一般定期借地権設定合意書に基づく契

約（以下「本件土地貸付契約」といいます。）を締結し、中区港町１丁目１番の土地ほか

５筆（合計の実測地積16,522.87平方メートル。以下「本件土地」といいます。）を当該

契約で定める貸付料で貸付けたことが、違法又は不当な財務会計上の行為に該当するか否



 

２ 

 

 

かを監査対象事項としました。 

 

２ 監査対象局  

総務局、財政局、市民局及び都市整備局を監査対象局としました。 

 

３ 証拠の提出及び陳述の聴取 

監査委員は、法第242条第７項の規定に基づき、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を

設けました。請求人は、令和４年１月27日及び令和４年１月31日に追加の証拠の提出を行

うとともに、令和４年１月28日に陳述を行いました。  

また、令和４年１月28日に、総務局、財政局、市民局及び都市整備局から見解書（別紙

２のとおり）の提出を受けるとともに、陳述を聴取しました。 

 

第４ 監査の結果 

１ 請求人及び監査対象局職員の陳述 

請求人並びに総務局職員、財政局職員、市民局職員及び都市整備局職員から令和４年１

月28日に聴取した陳述内容は、別紙３のとおりです。 

 

２ 事実関係の確認 

請求人からの提出書面及び請求人の陳述、監査対象局からの提出書面及び監査対象局職

員の陳述並びに監査委員の調査により、監査対象事項について、次の事実を認めました。 

(1) 本件売買契約及び本件土地貸付契約（両契約を総称して以下「本件契約」といいま

す。）に至るまでの経過の概要について 

  ア 横浜市現市庁舎街区等活用事業実施方針について 

市は、平成 28 年に横浜市現市庁舎街区等活用事業審査委員会条例（平成 28 年９月

横浜市条例第 46 号）を制定し、当該条例に基づき、現市庁舎街区等活用事業の実施

方針に関することや事業者の選定に関すること等について調査審議等を行うことを所

掌事務とする、横浜市現市庁舎街区等活用事業審査委員会を設置しました。 

市は、平成 29 年３月に、当時の市庁舎街区等を活用するため、市民意見募集の結



 

３ 

 

 

果やサウンディング型市場調査の結果及び上記の横浜市現市庁舎街区等活用事業審査

委員会の意見を踏まえ、横浜市現市庁舎街区等活用事業実施方針を策定しました。  

当該実施方針では、現市庁舎街区の活用について、現市庁舎街区は駅前の大規模で

整形な土地であり、将来にわたって、まちづくり上、重要な場所となるため、土地は

市が所有したまま、都市整備局が事業提案型の公募を行うこと等を決定しています。

また、土地活用の目的について、「国際的な産学連携」、「観光・集客」をテーマに

地区の賑わいと活性化を目指すこととしています。 

  イ 現市庁舎街区活用事業募集要項について 

市は、事業実施方針の策定を受け、本件建物については不動産鑑定評価等に基づく

適正な価格で事業者に譲渡すること等を、本件土地については一般定期借地権を設定

すること等を記載した現市庁舎街区活用事業募集要項を定めた上で、平成 31 年１月

11日に公募を開始しました。 

  ウ 事業予定者の決定と基本協定の締結について 

公募の結果、現市庁舎街区活用事業について、令和元年７月の締切りまでに３件の

応募があり、これを受けて、横浜市現市庁舎街区等活用事業審査委員会において審査

が行われ、市長に対して、令和元年８月 27 日に答申が行われました。市は、この答

申を受け、三井不動産株式会社を代表者とするグループを事業予定者として決定し、

令和元年９月４日にその旨を代表者に通知しました。令和元年 12 月 27 日には市と事

業予定者との間で現市庁舎街区活用事業に関する基本協定（以下「基本協定」といい

ます。）が締結されたことが認められます。 

基本協定の第４条及び第５条には、本件土地に係る土地賃借人を「三井不動産株式

会社、鹿島建設株式会社、京浜急行電鉄株式会社、第一生命保険株式会社、株式会社

竹中工務店、株式会社ディー・エヌ・エー、東急株式会社」とすること、当該土地賃

借人と定期借地権設定契約及び公有財産売買契約を締結することとの記載が認められ

ます。 

  エ 公有財産売買予約契約及び一般定期借地権設定に関する予約契約（両契約を総称し

て以下「本件予約契約」といいます。）の締結について 

市は、基本協定に基づき、令和２年 12 月 25 日に本件予約契約を三井不動産株式会



 

４ 

 

 

社ほか６者と締結したことが認められます。 

オ 本件契約の締結について 

市は、本件予約契約に基づき、本件建物の売却について、令和３年９月 30 日に本

件売買契約を三井不動産株式会社ほか６者と締結したことが認められます。また、本

件土地の貸付けについても、同日、本件土地貸付契約を三井不動産株式会社ほか６者

と締結したことが認められます。 

(2) 財産処分等における手続について 

ア 財産の処分及び貸付け等における価格決定について 

横浜市公有財産規則（昭和 39 年３月横浜市規則第 60 号）及び横浜市財産評価基準

要綱（昭和 46 年９月２日制定）では、財産の処分や貸付け等における価格や貸付料

等の決定に際しては、原則として、あらかじめ横浜市財産評価審議会（以下「財価審」

といいます。）に諮問するものと規定しており、一方で、行政財産の目的外使用料算

定に係る評価及び一時使用を目的とする普通財産の貸付料算定に係る評価については、

この限りでない旨規定しています。 

横浜市公有財産規則（抜粋） 

（趣旨） 

第１条 公有財産の取得、管理及び処分については、法令、条例その他別に定めるも

ののほか、この規則の定めるところによる。 

（財産の価格決定の際の諮問） 

第15条 公有財産の取得、処分、貸付けまたは使用許可の場合における当該財産の価

格、貸付料または使用料の決定に際しては、あらかじめ横浜市財産評価審議会（以

下「評価審議会」という。）に諮問するものとする。ただし、軽易または特別なも

のについては、この限りでない。 

（使用料の額） 

第27条 行政財産の目的外使用に係る使用料(以下「使用料」という。)の額は、次の

各号に定めるところによる。 

 (1) 土地については、行政財産の用途または目的外使用に係る使用料に関する条例

(昭和39年３月横浜市条例第７号。以下「使用料条例」という。)第２条第１項第１

号に定める範囲内で、当該土地価格に1,000分の2.5を乗じて得た額を基準として、

市長が近隣地域又は類似地域の貸付料水準その他の事情を考慮して定める額 

 (2) 建物については、使用料条例第２条第１項第２号に定める範囲内で、当該建物

価格に1,000分の5.6を乗じて得た額を基準として、市長が近隣地域又は類似地域の

貸付料水準その他の事情を考慮して定める額に、当該建物の敷地について前号の規

定により算出した土地の使用料に相当する額を加えた額 

（第３号省略） 

（貸付期間） 
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第45条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる期間を超えることができない。 

 (1) 一時使用を目的とする土地 １年 

（第２号及び第３号省略） 

 (4) 一時使用を目的とする建物 １年 

（第５号以下省略） 

横浜市財産評価基準要綱（抜粋） 

（軽易又は特別なもの） 

第４条 軽易又は特別なものとは、評価案件の目的、規模及び見込評価額並びに財産

の特殊性及び評価技術の専門性等から、審議会への諮問を要しないと判断されるも

ので、次の各号に定めるものをいう。 

(1) 当該財産の見込評価額が100,000,000円未満（貸付けの場合は当該財産の貸付料

の見込評価額（月額）が1,000,000円未満）のもの。又は、当該財産を取得等する

合計面積が1,000㎡未満のもの。ただし、横浜市議会の議決に付すべき財産の取得

または処分に関する条例（昭和39年３月横浜市条例第４号）第２条の規定に該当す

るものを除く。 

（第２号から第６号まで省略） 

(7) 規則第27条第１号又は第２号の規定による行政財産の目的外使用料算定に係る評

価。この場合本要綱第６条第１項第３号により算定した価格を「当該土地価格」及

び「当該建物価格」とみなす。 

(8) 規則第45条第１項第１号及び第４号が適用される普通財産の貸付料（規則第39条

の規定により準用する行政財産を含む。）算定に係る評価。この場合本要綱第６条

第１項第３号により算定した価格を、規則第46条の「当該土地の時価」及び「当該

建物の時価」とみなす。 

（第９号以下省略） 

イ 財価審の組織について 

横浜市財産評価審議会条例（昭和 39 年３月横浜市条例第 15 号）は、財価審の組織

について、次のように規定しています。 

横浜市財産評価審議会条例（抜粋） 

(組織) 

第３条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。 

(1) 学識経験のある者 

(2) 関係行政機関の職員 

なお、財政局により公表されている委員名簿によれば、財価審は、不動産鑑定士５

名、弁護士２名の計７名によって構成されていることが認められます。 

ウ 財価審への諮問に際し必要な手続について 

横浜市財産評価審議会諮問手続要領（平成 10 年９月１日制定）は、財価審への諮

問に際し必要な手続について、次のように規定しています。 
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横浜市財産評価審議会諮問手続要領（抜粋） 

（参考鑑定） 

第５条 審議会への諮問に際しては、議案作成のため、原則として不動産鑑定業者２

者による不動産鑑定評価書、意見書または調査報告書（以下「鑑定評価書等」とい

う。）を必要とする。 

２ 鑑定評価書等（副本１部）は、幹事会開催予定日の前週の月曜日までに審議会事

務局へ提出する。 

（第３項以下省略） 

エ 不動産鑑定評価依頼について 

財政局によれば、土地の不動産鑑定評価及び建物の不動産鑑定評価の依頼を不動産

鑑定業者に行う場合の手続については、土地鑑定評価依頼事務要領（昭和 43 年 10 月

28日制定）を用いることとされています。 

土地鑑定評価依頼事務要領（抜粋） 

（評価依頼の手続） 

第５条 不動産鑑定業者に土地の鑑定評価を依頼しようとするときは、別記様式第１

号による鑑定評価依頼書により行うものとする。この場合において、別記様式第２

号による承諾書を不動産鑑定業者に提出させるものとする。 

（第２項以下省略） 

オ 鑑定評価書等の検査等について 

鑑定評価書等の検査等について、土地鑑定評価依頼事務要領では、次の手続により

行うものと規定されています。 

土地鑑定評価依頼事務要領（抜粋） 

（鑑定評価書等の検査等） 

第８条 局長は、不動産鑑定業者から鑑定評価書の提出を受けたときは、当該鑑定評

価書に記載されている内容が鑑定評価依頼書による評価条件等に適合しているか否

かを確認するため必要な検査をしなければならない。 

また、基準表の提出を受けたときは、当該基準表に記載されている内容が基準表

作成依頼書による作成条件に適合しているか否かを確認するため必要な検査をしな

ければならない。 

２  局長は、前項の規定による検査の結果、不動産鑑定業者が鑑定評価依頼書による

評価条件等に適合した鑑定評価を行っていない場合には、当該不動産鑑定業者に対

して再鑑定評価を求め、又は鑑定評価額の決定理由の不備の補完若しくは採用した

評価に関する資料、鑑定評価の手順等に関する事項の追加を求めるものとする。 

なお、基準表作成依頼書による作成条件に適合した基準表の作成を行っていない

場合には、当該不動産鑑定業者に対して再作成を求め、又は不備の補完を求めるも

のとする。 

カ 答申価格の決定について 

財価審は、横浜市財産評価審議会運営要綱（平成 10 年９月１日制定）に基づき、

審議会開催の前に原則として現地調査を実施し、審議会では、議案についての意見交



 

７ 

 

 

換等の終了後、議案の可否を問い、答申価格を決定することとされています。 

横浜市財産評価審議会運営要綱（抜粋） 

（現地調査） 

第７条 審議会は、原則として審議会開催日の２週間前の月曜日に、委員及び幹事に

よる現地調査を実施するものとする。ただし、会長が特に現地調査を不要と判断し

た案件については、現地調査を省略することができる。 

（答申価格の決定） 

第９条 答申価格の決定は、次の各号に従い行う。 

（1）意見交換等の終了後、議案の可否を問い、答申価格を決定する。議案の可否に

ついては、過半数の同意をもって決定する。委員の過半数の同意を得られない場合

は否決したものとみなす。 

（第２号以下省略） 

キ 財価審に諮問された案件の評定について 

横浜市財産評価基準要綱は、財価審に諮問された案件の評定等について、次のよう

に規定しています。 

横浜市財産評価基準要綱（抜粋） 

（審議会に諮問された案件の評定等） 

第５条 審議会へ諮問した案件は、原則として審議会の答申価格をもって本市の評定

価格とする。  

（第２項省略） 

(3) 本件建物の売却価格の決定について 

ア 不動産鑑定業者の選定について 

平成 30 年８月 28 日に開催された都市整備局第二入札参加資格審査・業者選定委員

会において、次の選定理由により、アサヒ不動産鑑定及び株式会社日本アプレイザル

ファームの２者が選定されました。 

（業者選定理由） 

・近年、周辺の大規模資産の鑑定評価の実績がある業者 

・現市庁舎周辺の地価動向・周辺状況に精通している、中区、もしくは、近隣区に主

たる事務所を構えている業者 

・市内中小事業者 

イ 不動産鑑定評価依頼について 

都市整備局によれば、平成 30 年９月 18 日に、都市整備局は、鑑定評価依頼書によ

り、同一条件を提示して、アサヒ不動産鑑定及び株式会社日本アプレイザルファーム

に不動産鑑定評価を依頼したことが認められます。依頼に当たっては、本件建物と本

件土地を一体として利用することや「国際的な産学連携」又は「観光・集客」のいず

れか又は両方に寄与すること、本件土地には一般定期借地権を設定することといった
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利用条件が付されています。 

なお、都市整備局によれば、鑑定評価依頼書とともに必要な資料を２者の不動産鑑

定業者へ提出し、鑑定評価を依頼しており、鑑定評価依頼書及びその添付資料以外に、

口頭による指示等は特に行っていないとのことです。 

ウ 鑑定評価書等の検査等について 

都市整備局によれば、平成 30 年 11 月 26 日に都心再生課職員が土地鑑定評価依頼

事務要領第８条に基づく検査を行っており、鑑定評価書等は都市整備局が示した評価

条件等に適合したものであることを確認したとのことです。 

エ 財価審への諮問について 

都市整備局は、現市庁舎街区活用事業に係る事業者の公募を行うに当たり、本件建

物の売却価格を算出するため、横浜市公有財産規則第 15 条本文の規定に基づき、平

成 30 年 11 月５日に建物評価額の評定を財価審に諮問したことが認められます。また、

都市整備局は、平成 30 年 11 月 26 日に鑑定評価書等を財価審の事務局である財政局

に提出したことが認められます。 

オ 答申価格の評定について 

財政局によれば、横浜市財産評価審議会運営要綱第７条に基づき、平成 30 年 12 月

３日及び 12 月４日に財価審の委員及び幹事による現地調査を行い、平成 30 年 12 月

19 日の審議会において本件建物の評価額を 76,675,000 円とすることが議決され、同

日中に会長名で市長宛てに答申が発出されたことが認められます。 

カ 建物評価額の公表について 

財価審の答申を受け、平成 31 年１月 11 日に、都市整備局は、本件建物の建物評価

額を 76,675,000 円（税抜）と決定し、この価格を記載した現市庁舎街区活用事業募

集要項を同日に公表しました。 

キ 本件売買契約における本件建物の売却価格について 

都市整備局によれば、上記建物評価額どおりの価格を本件建物の売却価格とする、

公有財産売買予約契約を令和２年12月25日に、本件売買契約を令和３年９月30日に、

それぞれ三井不動産株式会社ほか６者と締結したことが認められます。 

(4) 本件土地貸付契約における貸付料の決定について 
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ア 不動産鑑定業者の選定について 

令和２年５月 26 日に開催された都市整備局第二入札参加資格審査・業者選定委員

会において、次の選定理由により、アサヒ不動産鑑定及び株式会社日本アプレイザル

ファームの２者が選定されました。 

（業者選定理由） 

・市内中小事業者 

・現市庁舎周辺の地価動向・周辺状況に精通している、中区もしくは近隣区である西

区、南区、磯子区に主たる事務所を構えている業者 

・近年、周辺の大規模資産の鑑定評価の実績がある業者 

イ 不動産鑑定評価依頼について 

都市整備局によれば、令和２年７月 20 日に、都市整備局は、鑑定評価依頼書によ

り、同一条件を提示して、アサヒ不動産鑑定及び株式会社日本アプレイザルファーム

に不動産鑑定評価を依頼したことが認められます。 

なお、都市整備局によれば、鑑定評価依頼書とともに必要な資料を２者の不動産鑑

定業者へ提出し、鑑定評価を依頼しており、鑑定評価依頼書及びその添付資料以外に、

口頭での指示等は特に行っていないとのことです。 

ウ 鑑定評価書の検査等について 

都市整備局によれば、令和２年 10 月 26 日に都心再生課職員が土地鑑定評価依頼事

務要領第８条に基づく検査を行っており、鑑定評価書は都市整備局が示した評価条件

等に適合したものであることを確認したとのことです。 

エ 財価審への諮問について 

都市整備局によれば、本件土地の貸付料を算定するため、横浜市公有財産規則第

15 条本文の規定に基づき、令和２年８月 31 日に本件土地の貸付料の評定を財価審に

諮問したことが認められます。また、都市整備局は、令和２年 10 月 26 日に鑑定評価

書を財価審の事務局である財政局に提出したことが認められます。 

オ 答申価格の評定について 

財政局によれば、財価審の審議において、平成 17 年８月４日横財第７号「貸付料

評定の考え方について（答申）」に基づき、財価審の構成員２名を検討委員に選出し、

令和２年９月 25 日に評価調書について意見聴取を行っています。その後、横浜市財

産評価審議会運営要綱第７条に基づき、令和２年 11 月２日に財価審の委員及び幹事
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による現地調査を行い、令和２年 11 月 18 日の審議会において、評価調書等を基に審

議を行った結果、本件土地の貸付料を１平方メートル当たり 1,076 円とすることが議

決され、同日中に会長名で市長宛てに答申が発出されたことが認められます。 

カ 本件土地貸付契約における本件土地の貸付料について 

都市整備局によれば、上記答申に基づく貸付料を本件土地の貸付料とする、一般定

期借地権設定に関する予約契約を令和２年12月25日に、本件土地貸付契約を令和３年

９月30日に、それぞれ三井不動産株式会社ほか６者と締結したことが認められます。 

(5) 本件建物の目的外使用料について 

本件売却契約における価格の決定及び本件土地貸付契約における貸付料の決定につい

ては、上記のような手続を経ていますが、総務局によると、本件建物の一部について、

平成31年３月28日に株式会社横浜銀行に対して、銀行業務及び公金取扱の用に供するた

め、行政財産の目的外使用許可（以下「本件目的外使用許可」といいます。）を行った

とのことです。 

横浜市公有財産規則第29条によれば、行政財産の目的外使用許可を受けた者は、市が

算定する目的外使用料を期日までに納めなければならないとしています。 

建物の目的外使用料の算定に当たっては、横浜市公有財産規則第15条ただし書及び第

27条、横浜市財産評価基準要綱第４条第７号並びに行政財産の使用料及び普通財産の一

時貸付料算定に係る土地及び建物価格算定要領（以下「算定要領」といいます。）の基

準に基づき、土地価格の算定及び建物価格の算定を行い、これに基づいて目的外使用料

を算定することが定められています。 

具体的には、総務局は、本件目的外使用許可に係る目的外使用料を算定するため、算

定要領の規定のとおり、まず、建物を算定時点において再建築することを想定した場合

に必要とされる再建築価格を基に、建物価格を924,656,649円と算定した上で、建物の

使用料を１平方メートル当たり270円と算定していることが認められます。 

また、総務局は、本件目的外使用許可に係る建物の敷地の使用料を算定するため、算

定要領の規定のとおり、本件土地の固定資産税路線価に基づき土地価格を算定し、建物

の敷地の使用料を１平方メートル当たり2,596円と算定していることが認められます。 

なお、横浜市公有財産規則第26条によれば、行政財産の目的外使用許可の期間は、原
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則として１年以内とするとされています。 

また、横浜市財産評価基準要綱第４条第７号によれば、行政財産の目的外使用料算定

に係る評価については、審議会への諮問は要しないものとされています。 

(6) 本件土地に係る普通財産の一時貸付料について 

市の事務所の位置に関する条例（昭和34年３月横浜市条例第２号）の改正により、市

の事務所の位置が、令和２年６月に変更となったことに伴い、本件建物及び本件土地は、

行政財産から普通財産に変更されたとのことです。 

市民局によれば、令和３年１月12日に、三井不動産株式会社から、埋蔵文化財調査及

び地盤調査のため、本件土地の一部を対象とする、公有財産貸付申請があったことから、

当該事業者と、貸付期間を１年とする公有財産賃貸借契約を締結したとのことです。 

横浜市公有財産規則第44条及び第48条によれば、普通財産である土地の一部を貸し付

ける場合には、貸付契約を締結し、契約の相手方は貸付料を期日までに納めなければな

らないとしています。 

普通財産の一時貸付料の算定に当たっては、横浜市公有財産規則第15条ただし書、横

浜市財産評価基準要綱第４条第８号及び算定要領に基づき、算定要領の基準により、貸

付料を算定することが定められており、市民局はその算定要領に基づき、本件土地の評

価額を算定した上で、一時貸付料を１平方メートル当たり3,179円と算定したとのこと

です。 

なお、横浜市公有財産規則第45条によれば、普通財産の貸付期間について、一時使用

を目的とする土地については、１年を超えることができないとされています。 

また、横浜市財産評価基準要綱第４条第８号によれば、横浜市公有財産規則第45条第

１項第１号に該当する、普通財産である土地の貸付料については、審議会への諮問は要

しないものとされています。 

３ 監査委員の判断 

以上を踏まえ、監査委員は、次のとおり判断しました。 

  (1) 本件建物の売却について 

財政局によると、本件建物は、見込評価額が１億円以上かつ処分する合計面積が

1,000平方メートル以上のものに該当するため、その売却価格の決定に当たっては、横
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浜市公有財産規則第15条本文に基づき、財価審へ諮問する必要がありました。都市整備

局は、関係規定に基づき、諮問に必要な鑑定評価書等を徴収するため、都市整備局第二

入札参加資格審査・業者選定委員会において選定された不動産鑑定業者２者に対し、同

一条件で本件建物の鑑定評価を依頼しました。その後、都市整備局は不動産鑑定業者２

者から提出された鑑定評価書等について、評価条件等に適合したものであることを確認

の上、財価審の事務局である財政局に提出したことが認められます。 

財価審の会議では、その鑑定評価書等を基に、不動産鑑定士、弁護士という国家資格

を持った外部の学識経験者からなる委員が、専門的な観点から審議を行った上で答申価

格を評定し、会長名で答申を行っています。都市整備局は、上記の答申を踏まえ決定し

た建物評価額を現市庁舎街区活用事業募集要項に記載し、事業者に示していることが認

められます。その後、都市整備局は、上記建物評価額を本件建物の売却価格として、令

和２年12月25日に公有財産売買予約契約を、令和３年９月30日に本件売買契約を、それ

ぞれ三井不動産株式会社ほか６者と締結したことが認められます。 

以上のとおり、本件売買契約の契約書に記載されている売却価格の決定手続について、

規則等に沿わない手続は見当たりませんでした。 

なお、請求人は、市が平成31年３月28日に本件建物の目的外使用料を算定した際に算

定した建物価格924,656,649円で本件建物を売却しなかったことは不当である旨を主張

しています。しかし、この建物価格は、目的外使用料を算定するために、算定要領に基

づいて算定された価格であり、横浜市公有財産規則第15条本文、横浜市財産評価基準要

綱、横浜市財産評価審議会運営要綱等において建物の売却価格について定めた手続及び

売却価格算定方法により算定されたものではありません。したがって、市が平成31年３

月28日に本件建物に係る目的外使用料を算定するために算定した建物価格924,656,649

円で本件建物を売却しなかったことについて、違法又は不当な点は見当たりませんでし

た。 

(2) 本件土地の貸付けについて 

財政局によると、本件土地については、貸付料の見込評価額（月額）が100万円以上

かつ貸付ける合計面積が1,000平方メートル以上のものに該当するため、その貸付料の

決定に当たっては、横浜市公有財産規則第15条本文に基づき、財価審へ諮問する必要が
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ありました。都市整備局は、諮問に必要な鑑定評価書を徴収するため、都市整備局第二

入札参加資格審査・業者選定委員会において選定された不動産鑑定業者２者に対し、同

一条件で本件土地の鑑定評価を依頼しました。その後、都市整備局は不動産鑑定業者２

者から提出された鑑定評価書について、評価条件等に適合したものであることを確認の

上、財価審の事務局である財政局に提出したことが認められます。財価審の会議に当た

っては、あらかじめ財価審の構成員２名が選定され、評価調書の作成に当たって、検討

委員に対する意見聴取が行われています。その評価調書や鑑定評価書を基に、不動産鑑

定士、弁護士という国家資格を持った外部の学識経験者からなる委員が、専門的な観点

から審議を行った上で価格を評定し、会長名で答申を行っています。都市整備局は、上

記の答申を踏まえ、貸付料を決定したことが認められます。その後、都市整備局はこの

答申に基づく貸付料を本件土地の貸付料として、令和２年12月25日に一般定期借地権設

定に関する予約契約を、令和３年９月30日に本件土地貸付契約を、それぞれ三井不動産

株式会社ほか６者と締結したことが認められます。 

以上のとおり、本件土地貸付契約の貸付料の決定手続について、規則等に沿わない手

続は見当たりませんでした。 

なお、請求人は、市が令和３年１月12日に行った公有財産の貸付けの際に算定した、

一時貸付料１平方メートル当たり3,179円を基に算定した貸付料で本件土地貸付契約を

締結しなかったことは不当である旨を主張しています。しかし、この金額は、算定要領

に定められた一時貸付料の算定方法により算定されたものであり、横浜市公有財産規則

第15条本文、横浜市財産評価基準要綱、横浜市財産評価審議会運営要綱等において本件

土地貸付契約による貸付料について定めた手続及び貸付料算定方法により算定されたも

のではありません。したがって、市が令和３年１月12日に行った公有財産の貸付けの際

に算定した一時貸付料１平方メートル当たり3,179円で、本件土地を貸し付けなかった

ことについて、違法又は不当な点は見当たりませんでした。 

 ４ 結論 

以上のことから、市が、本件売買契約で定める売買代金で本件建物を売却したこと及び

本件土地貸付契約で定める貸付料で本件土地を貸付けたことは、違法又は不当な財務会計

上の行為に該当するとはいえず、請求人の主張には理由がないと判断しました。 
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５ 判断の根拠とした書類 

(1) 監査対象局に請求した資料 

ア 総務局提出分 

(ｱ) 見解書（総務局部分） 

（ｲ） 質問に対する回答 

 (ｳ) 次の起案文書 

起案日 文書番号 件名 

平成31年３月25日 総管第1976号 市庁舎の土地及び建物価格の算定について 

平成31年３月28日 総管第2007号 平成31年度市庁舎行政財産目的外使用許可について 

イ 財政局提出分 

(ｱ) 見解書（財政局部分） 

（ｲ） 質問に対する回答 

 (ｳ) 行政財産の目的外使用料の算定に関する資料 

 (ｴ) 普通財産の一時貸付料の算定に関する資料 

ウ 市民局提出分 

(ｱ) 見解書（市民局部分） 

（ｲ） 質問に対する回答 

 (ｳ) 次の起案文書 

起案日 文書番号 件名 

令和３年１月７日 市オ第795号 旧市庁舎（土地）の一時貸付について 

エ 都市整備局提出分 

(ｱ) 見解書（都市整備局部分） 

（ｲ） 質問に対する回答 

 (ｳ) 次の起案文書 

起案日 文書番号 件名 

令和２年11月30日 都再第1314号 現市庁舎街区活用事業における公有財産売買予約契約の締結につい

て 

 

(2) 令和３年３月８日受付の住民監査請求に係る監査において判断の根拠とした書類 

ア 都市整備局提出分 

 (ｱ) 見解書 

（ｲ） 質問に対する回答 
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 (ｳ) 財価審に提出した現市庁舎敷地の貸付料に係る２者分の不動産鑑定評価書 

 (ｴ) 次の起案文書 

起案日 文書番号 件名 

令和２年４月14日 都再第150号 現市庁舎街区の敷地に係る不動産鑑定の実施について 

令和２年５月13日 都再第312号 現市庁舎街区敷地の不動産鑑定に係る業者選定調書の提出について 

令和２年７月８日 都再第568号 旧市庁舎街区敷地の不動産鑑定依頼について 

令和２年８月28日 都再第829号 財産評価審議会への諮問書提出について（旧市庁舎敷地） 

令和２年11月30日 都再第1313号 現市庁舎街区活用事業における一般定期借地権設定に関する予約契

約の締結について 

イ 財政局提出分 

 (ｱ) 住民監査請求に係る見解書 

 (ｲ) 質問に対する回答 

 (ｳ) 令和２年度第５回（第649回）横浜市財産評価審議会 第１号議案 

 (ｴ) 現地調査資料 令和２年11月18日財産評価審議会に予定されている案件 

 (ｵ) 令和２年度第５回（通算649回）横浜市財産評価審議会 会議録 

 (ｶ) 「貸付料評定の考え方について（答申）」（平成17年８月４日横財第７号） 

(ｷ) 次の起案文書 

 起案日 文書番号 件名 

令和２年10月15日 横財第18号 令和２年度第５回横浜市財産評価審議会の開催について 

令和２年11月18日 横財第21号 令和２年度第５回横浜市財産評価審議会による財産評価について

（答申） 

 

(3) 令和２年３月13日受付の住民監査請求に係る監査において判断の根拠とした書類 

ア 都市整備局提出分 

(ｱ) 見解書 

(ｲ) 質問に対する回答 

(ｳ) 財価審に提出した現市庁舎建物の売却に係る２者分の鑑定評価書等 

(ｴ) 次の起案文書 

起案日 文書番号 件名 

平成 29年３月 14日 都再第 1886号 現市庁舎街区等活用事業実施方針について 

平成 30年７月 26日 都再第 764号 現市庁舎建物の不動産鑑定の実施について 

平成 30年８月７日 都再第 821号 現市庁舎建物の不動産鑑定の業者選定調書の提出について 

平成 30年８月 28日 都総第 411号 平成 30 年８月 28 日第二入札参加資格審査・業者選定委員会の

結果について 

平成 30年９月 11日 都再第 1017号 現市庁舎建物の不動産鑑定依頼について 

平成 30年 11月１日 都再第 1250号 財産評価審議会への諮問書提出について（現市庁舎建物） 

平成 30年 12月 27日 都再第 1523号 現市庁舎街区活用事業公募の実施について 
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イ 財政局提出分 

(ｱ) 住民監査請求に係る見解書 

(ｲ) 質問に対する回答 

(ｳ) 平成30年度第６回（第635回）横浜市財産評価審議会 第３号議案 

(ｴ) 平成30年度第６回 横浜市財産評価審議会会議録 

(ｵ) 都市整備局が提出した現市庁舎建物の売却に係る２者分の鑑定評価書等 

(ｶ) 次の起案文書 

 

平成 31年１月 25日 都再第 1632号 20190207-990915-支出命令-1-011662-1204（現市庁舎建物の不

動産鑑定・その１） 

平成 31年１月 25日 都再第 1633号 20190207-990915-支出命令-1-011669-1204（現市庁舎建物の不

動産鑑定・その２） 

起案日 文書番号 件名 

平成 30年 11月 19日 横財第 15号 平成 30年度第６回横浜市財産評価審議会の開催について 

平成 30年 12月 19日 横財第 17号 平成 30 年度第６回横浜市財産評価審議会による財産評価につい

て（答申） 




























































